
 

かすがいシティバスの契約更新について 

 

 

 

 

 

 

 

〇運行ダイヤの改正 

   ・利用者のメリット 

     定時性の確保 ⇒ 遅延に対するストレスの軽減 

 

   ・運行事業者のメリット 

     労働環境の改善 ⇒ 休憩時間の確保 

               運行の遅れ解消へのプレッシャー削減 

               →更なる安全運行の確保 

 

 

令和元年

10月

令和元年

4月

令和3年

3月

令和3年

10月

ネットワーク検討
交通網形成計画作成

シティバス
契約 ５年

シティバス
契約 暫定２年

シティバス
契約 ５年

既存公共交通＋新たな移動手段
による公共交通の運行開始

ネットワーク
骨格作成

庁内調整会議
他自治体事例調査

網形成
計画
策定

令和元年 10 月の契約更新方針 

契約更新 

資料４ 

交通空白地域への対応や 

新たな交通手段の検討 


